別紙２

２３福保障自第９０１号
平成２３年９月２６日
同行援護従業者養成研修に相当すると都知事が認めた研修について
　平成２３年９月２２日厚生労働省告示第３３５号により改正された指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省告示第５３８号）に規定する、同行援護従業者要件の同行援護従業者養成研修一般課程に相当すると都知事が認めた研修、サービス提供責任者要件の同行援護従業者養成研修課程のうち一般課程に相当すると都知事が認めた研修は、次のとおりとする。
　　なお、下記研修課程については、平成２３年９月３０日において研修課程を修了した者、及び同日において受講中の者が修了した場合のみ対象となる。
　　ア　都が指定した事業者が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修課程

（平成１９年度～）
　　イ　都内区市町村が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修

　　　　※　ア以外で、区市町村において地域生活支援事業の移動支援事業の従業者要件となる研修に限る。

　　　　　例）文京区移動支援従業者養成研修

台東区視覚ガイドヘルパー養成研修

杉並区障害者ガイドヘルパー講座

西東京市視覚障害者移動支援研修
　　ウ　当該養成研修を実施した区域の道府県において、「それに相当すると知事が認めた研修」とされている研修
　エ　視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修（障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業）（平成２０年度～）

※　ただし、ア、イについては、情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識など、同行援護従業者として必要な知識・技術等について、事業者において適宜研修等を行うこと。
